
業種別シリーズ

わが国における映画等の映像コンテンツ製作の実務
においては、製作委員会方式が用いられることが一般
的です。近年においては、テクノロジー発展・販売
チャネル多様化・海外需要増加等を背景として、特に
アニメ作品の市場規模が年々拡大傾向にあり、新規参
入企業も増加しています。
今回は製作委員会の概要について解説します。
なお、文中の意見にわたる部分は、筆者の私見であ
ることをあらかじめ申し添えます。

1. 製作委員会とは
製作委員会とは、コンテンツ製作・販売に当たり、
配給会社・制作会社・テレビ局・広告代理店・ゲーム
会社等が共同製作・利用・管理運用等に関する契約を
締結し、製作費等の出資を行うことで組成され、組織
は民法上の任意組合（民法第667条）の形式とする
ことが一般的です。
製作委員会の契約書は、「共同製作契約書」等の名
称が用いられることが多く、コンテンツ利用の円滑
化・効率化を図ることを目的に幹事会社・非幹事会社
の役割（製作担当・各販売窓口権の担当割）、製作予
算等の金額、会社間の取り分（利益の配分、成功報酬、
手数料等）や配分時期等が定められます。
一般的に、幹事会社は他の非幹事会社からの出資金
を取りまとめ、映画等のコンテンツの製作費に充当し
ます。その後、コンテンツが完成し、収入が発生した

ら、一定期間ごとに収入の集計を行い、「配分金計算
書」等と呼ばれる計算書を作成して、非幹事会社に対
して出資割合に応じた配分金を通知し、配分金の支払
いを行います。

2. 製作委員会の特徴
製作委員会の主な特徴は次のとおりです。

前述の特徴を踏まえた製作委員会方式の主なメリッ
トおよびデメリットは＜表1＞のとおりです。

3. 製作委員会に関する法的位置付け
民法上の任意組合（民法第667条）等の組合契約
に基づく出資は、金融商品取引法の適用対象となりま
す（金融商品取引法第2条第2項第5号）。
しかし、わが国で組成されている製作委員会は、そ
の契約条件・座

ざ

組
ぐみ

の状況から出資者全てが出資対象事
業に従事することなど一定の要件（※）を満たし、公益
又は出資者の保護のために支障を生ずることがないと
認められる場合に該当するため、有価証券とは見なさ
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• コンテンツの著作権は製作委員会に帰属する
（＝出資者全員の共有財産となる）こと

• 製作委員会の出資者はコンテンツ関連企業（映
像制作会社、映画配給会社、ビデオ制作会社、
テレビ局、広告代理店、出版社、玩具会社等）
であることがほとんどであり、各出資者がさま
ざまな販売窓口権（配給権、放送権、ビデオグ
ラム化権、自動公衆送信権、商品化権等）を取
得して本業のビジネスと併せて行うこと

• 製作委員会の利益（コンテンツから得た利益）
は各出資者に配分されること

16　　情報センサー Vol.188 June 2023



れず、金融商品取引法の適用除外となるケースが多い
と考えられます。

4. 製作委員会に関する会計処理
わが国で組成されている製作委員会の契約条件・座
組は多種さまざまですが、製作委員会に関する会計処
理を直接的かつ体系的に定めた会計基準等はないた
め、実務上は関連する会計基準等を斟

しん

酌
しゃく

しつつ、各社
の出資目的・製作委員会における役割等の経済的実態
を適切に反映するように会計処理が行われています。

わが国の映画コンテンツ製作は製作委員会方式が用
いられることが一般的ですが、ゲーム製作やアニメ製
作等でも製作委員会方式が用いられるケースがみられ
ます。一方で、制作会社や配信プラットフォーマー等
がリスクをとり単独出資する事例もある他、少額予算
の作品であればクラウドファンディングで資金調達が
行われるなど、新たな潮流も見受けられます。映画コ
ンテンツ製作に関するファイナンス手法については、
今後も引き続き製作委員会方式が多く用いられること
が予想されますが、一定程度の多様化が進んでいくも
のと考えられます。
なお、製作委員会方式では、実務上、契約条件・座
組が仮決定の状態でコンテンツ製作が開始されること
も多い他、製作委員会に出資する会社数が多い場合は
商流や資金の流れが複雑になる傾向にあります。その
ため、製作委員会に関する会計処理については、各出
資者の出資目的・役割を含め商流の全体像を正しく理
解し、経済的実態を勘案した上で行うことが重要と考
えます。

▶表1　製作費員会方式の主なメリット・デメリット
メリット デメリット  

高額な製作費を複数企業が出資して支払うため、投資の回収リスク
が分散できること

複数企業が出資を行うため、リターンが分散されること
出資者全員が当事者として宣伝協力や販売を行うため、出資者の得
意分野を結集できること

多数の出資者の意見が反映されるため、一般受けする作品となりや
すいこと 個性的なオリジナル作品が生まれにくいこと

出資者は製作業務に直接関与せずとも著作権を共同所有できるた
め、一定のリターンを享受できること

制作会社が出資を行わない場合、制作会社はコンテンツからのロイ
ヤルティ等を受け取ることができず、制作受託収入のみでは十分な
リターンが享受できない可能性があること

コンテンツの利用に関する意思決定等が遅くなる可能性があること

（※）【金融商品取引法第二条に規定する定義に関
する内閣府令　第7条第1項第3号】
三　法人その他の団体が他の法人その他の団体と
共同して専らコンテンツ事業（コンテンツの創
造、保護及び活用の促進に関する法律（平成
十六年法律第八十一号）第二条第三項に規定す
るコンテンツ事業をいい、これに附帯する事業
を含む。）を行うことを約する契約に基づく権
利であって、次に掲げる要件の全てに該当する
もの
イ　出資者（当該権利を有する者をいう。以下こ
の号において同じ。）の全てが、当該権利に係
る出資対象事業の全部又は一部に従事すること
（出資者の親会社等（令第十五条の十六第三項
に規定する親会社等をいう。ロにおいて同じ。）
又は子会社等（同項に規定する子会社等をい
う。ロにおいて同じ。）が当該出資対象事業の
全部又は一部に従事することを含む。）。
ロ　出資者の全てが、当該権利に係る出資対象事
業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業
に係る財産の分配を受けることができる権利の
ほか、次に掲げる権利のいずれかを有すること
（出資者の親会社等又は子会社等が次に掲げる
権利のいずれかを有することを含む。）。

（1）当該出資対象事業に従事した対価の支払を受
ける権利

（2）当該出資対象事業に係るコンテンツの利用
（コンテンツの創造、保護及び活用の促進に
関する法律第二条第二項第二号に掲げる行為
をいう。）に際し、当該出資者（その親会社
等又は子会社等を含む。以下（2）において同
じ。）の名称の表示をし又は当該出資者の事
業につき広告若しくは宣伝をすることができ
る権利

ハ　当該権利について、他の出資者に譲渡する場
合及び他の出資者の全ての同意を得て出資者以
外の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される
こと。

Ⅲ　おわりに
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